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平成２５年第２回 飯塚市議会会議録第３号 

 

 平成２５年５月２４日（金曜日） 午前１０時００分開議 

 

○議事日程 

 

日程第５日      ５月２４日（金曜日） 

 

第１ 総務委員長報告（質疑、討論、採決） 

１ 議案第５０号 専決処分の承認（飯塚市税条例の一部を改正する条例） 

第２ 厚生委員長報告（質疑、討論、採決） 

１ 議案第４９号 専決処分の承認（飯塚市立病院への飯塚市の医師職員の派遣に関する条

例） 

２ 議案第５１号 専決処分の承認（飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

第３ 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 

１ 議案第５２号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めること 

第４ 議会選出各種委員等の選出 

第５ 報告事項の説明、質疑 

  １ 報告第７号 専決処分の報告（支払督促申立てに対する異議申立て（学校給食費請求事 

件）） 

第６ 署名議員の指名 

第７ 閉  会 

 

○会議に付した事件 

 

第１ 総務委員長報告（質疑、討論、採決） 

１ 議案第５０号 専決処分の承認（飯塚市税条例の一部を改正する条例） 

第２ 厚生委員長報告（質疑、討論、採決） 

１ 議案第４９号 専決処分の承認（飯塚市立病院への飯塚市の医師職員の派遣に関する条

例） 

２ 議案第５１号 専決処分の承認（飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

第３ 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 

１ 議案第５２号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めること 

第４ 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 

１ 議案第５３号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること 

第５ 選挙第３号 飯塚地区消防組合議会議員の選挙 

第６ 選挙第４号 飯塚市・桂川町衛生施設組合議会議員の選挙 

第７ 選挙第５号 ふくおか県央環境施設組合議会議員の選挙 

第８ 庁舎建設特別委員会委員の選任 

第９ 議会選出各種委員等の選出 

第10 報告事項の説明、質疑 

  １ 報告第７号 専決処分の報告（支払督促申立てに対する異議申立て（学校給食費請求事 
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件）） 

第11 署名議員の指名 

第12 閉   会 

 

○議長（田中博文） 

これより、本会議を開きます。 

総務委員会に付託していました議案第５０号を議題といたします。 

総務委員長の報告を求めます。８番 佐藤清和議員。 

○８番（佐藤清和） 

おはようございます。総務委員会に付託を受けました、「議案第５０号 専決処分の承認（飯

塚市税条例の一部を改正する条例）」について、審査した結果を報告いたします。 

本案については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり承認

すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（田中博文） 

総務委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第５０号 専決処分の承認（飯塚市税条例の一部を改正する条例）」

の委員長報告は承認であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。 

厚生委員会に付託していました議案第４９号及び議案第５１号、以上２件を一括議題といたし

ます。 

厚生委員長の報告を求めます。１９番 藤浦誠一議員。 

○１９番（藤浦誠一） 

おはようございます。厚生委員会に付託を受けました議案２件について、審査した結果を報告

いたします。 

「議案第４９号 専決処分の承認（飯塚市立病院への飯塚市の医師職員の派遣に関する条

例）」及び「議案第５１号 専決処分の承認（飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例）」、以上２件については、それぞれ執行部から議案書に基づき、補足説明を受け、審査した

結果、いずれも承認すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（田中博文） 

厚生委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第４９号 専決処分の承認（飯塚市立病院への飯塚市の医師職員の派

遣に関する条例）」及び「議案第５１号 専決処分の承認（飯塚市国民健康保険税条例の一部を
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改正する条例）」、以上２件の委員長報告はいずれも承認であります。委員長報告のとおり決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件はいずれも委員長報告のとおり承認されました。 

議案第５２号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることを議題といたします。提

案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（齊藤守史） 

ただいま上程されました、議案第５２号の固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて、ご説明いたします。本市固定資産評価員として、飯塚市横田８７１番地１ 石田愼

二氏を選任したいと存じますので、議会の同意を求めるものであります。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（田中博文） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第５２号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めること」に

ついて、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

市長より、「議案第５３号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること」についてが提出

されております。 

お諮りいたします。この際、「議案第５３号 監査委員の選任につき議会の同意を求めるこ

と」についてを急施事件と認め、日程に追加し、ただちに議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、この際、本案を急施事件と認め、日程に追加し、ただちに議

題とすることに決定いたしました。 

議案第５３号 監査委員の選任につき議会の同意を求めることを議題といたします。提案理由

の説明を求めます。市長。 

○市長（齊藤守史） 

ただいま上程されました、議案第５３号の監査委員の選任につき議会の同意を求めることにつ

いて、ご説明いたします。 

議案第５３号は、鯉川信二監査委員が平成２５年５月２１日付けで辞職されましたので、議会

選出の監査委員に飯塚市大分２１７０番地 梶原健一氏を同委員に選任したいと存じますので、

議会の同意を求めるものであります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（田中博文） 

提案理由の説明が終わりました。 
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お諮りいたします。本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第５３号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること」について、

同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

兼本鉄夫議員及び梶原健一議員が飯塚地区消防組合議会議員の辞職願を提出され、同議会議員

の辞職許可を受けております。 

消防組合議会から飯塚市議会議長に飯塚地区消防組合議会議員２名の欠員補充について依頼が

あっております。 

お諮りいたします。この際、「選挙第３号 飯塚地区消防組合議会議員の選挙」を急施事件と

認め、日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、この際、本件を急施事件と認め、日程に追加し、選挙を行う

ことに決定いたしました。 

これより、選挙第３号 飯塚地区消防組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

お諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。飯塚地区消

防組合議会議員に私、田中博文及び平山 悟議員を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました私、田中博文及び平山 悟議員を

飯塚地区消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました私、田中博文及び平山 悟議員が

飯塚地区消防組合議会議員に当選いたしました。 

平山 悟議員が議場におられますので、本席から会議規則第３１条第２項の規定による告知を

いたします。 

梶原健一議員が飯塚市・桂川町衛生施設組合議会議員の辞職願を提出され、同議会議員の辞職

許可を受けております。 

飯塚市・桂川町衛生施設組合議会から飯塚市議会議長に飯塚市・桂川町衛生施設組合議会議員

１名の欠員補充について依頼があっております。 

お諮りいたします。この際、「選挙第４号 飯塚市・桂川町衛生施設組合議会議員の選挙」を
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急施事件と認め、日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、この際、本件を急施事件と認め、日程に追加し、選挙を行う

ことに決定いたしました。 

これより、選挙第４号 飯塚市・桂川町衛生施設組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

お諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 

飯塚市・桂川町衛生施設組合議会議員に小幡俊之議員を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました小幡俊之議員を飯塚市・桂川町衛

生施設組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました小幡俊之議員が飯塚市・桂川町衛

生施設組合議会議員に当選いたしました。 

ただいま飯塚市・桂川町衛生施設組合議会議員に当選されました小幡俊之議員が議場におられ

ますので、本席から会議規則第３１条第２項の規定による告知をいたします。 

瀬戸 元議員がふくおか県央環境施設組合議会議員の辞職願を提出され、同議会議員の辞職許

可を受けております。 

ふくおか県央環境施設組合議会から飯塚市議会議長に、ふくおか県央環境施設組合議会議員

１名の欠員補充について依頼があっております。 

お諮りいたします。この際、「選挙第５号 ふくおか県央環境施設組合議会議員の選挙」を急

施事件と認め、日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、この際、本件を急施事件と認め、日程に追加し、選挙を行う

ことに決定いたしました。 

これより、選挙第５号 ふくおか県央環境施設組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

お諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 

ふくおか県央環境施設組合議会議員に森山元昭議員を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました森山元昭議員をふくおか県央環境

施設組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました森山元昭議員がふくおか県央環境

施設組合議会議員に当選いたしました。 



２０ 

ただいまふくおか県央環境施設組合議会議員に当選されました森山元昭議員が議場におられま

すので、本席から会議規則第３１条第２項の規定による告知をいたします。 

梶原健一議員及び瀬戸 元議員の庁舎建設特別委員会委員の辞任に伴い、２名の欠員がでてお

ります。 

お諮りいたします。この際、「特別委員会委員の選任」についてを急施事件と認め、日程に追

加し、ただちに議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、この際、本件を急施事件と認め、日程に追加し、ただちに議

題とすることに決定いたしました。 

庁舎建設特別委員会委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りいたします。特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定によ

り、６番 江口 徹議員、２６番 兼本鉄夫議員、以上２名を指名いたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました６番 江口 徹議員、２６番 兼

本鉄夫議員、以上２名を庁舎建設特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

なお、特別委員会の副委員長が欠員となっております。暫時休憩いたしますので、その間に庁

舎建設特別委員会を開催し、副委員長の互選をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１５分 休憩 

 

午前１０時２０分 再開 

 

○議長（田中博文） 

本会議を再開いたします。 

庁舎建設特別委員会の副委員長が決定いたしましたので、その氏名を発表いたします。副委員

長２８番 坂平末雄議員、以上のとおりであります。 

次に、議会選出各種委員等の選出についてを議題といたします。 

お諮りいたします。議会選出各種委員等の選出については、議長において指名いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 

議会事務局にその氏名を発表させます。議会事務局次長。 

○議会事務局次長（中村武敏） 

議会選出各種委員等の氏名を発表いたします。 

国民保護協議会委員に、１番 田中博文議員、２番 瀬戸 元議員。 

民生委員推薦会委員に、１４番 守光博正議員、１９番 藤浦誠一議員。 

青少年問題協議会委員に、１９番 藤浦誠一議員。 

地方卸売市場運営審議会委員に、８番 佐藤清和議員。 

防災会議委員に、 

１番 田中博文議員、 ２番 瀬戸 元議員、 ３番 八児雄二議員、 

８番 佐藤清和議員。 

企業立地促進審査会委員に、 

３番 八児雄二議員、 ８番 佐藤清和議員、２３番 松延隆俊議員。 
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中小企業融資制度審議会委員に、３番 八児雄二議員。 

農業振興地域整備促進協議会委員に、３番 八児雄二議員。 

飯塚市社会福祉協議会理事に、１９番 藤浦誠一議員。 

飯塚市社会福祉協議会評議員に、１４番 守光博正議員。 

飯塚地区防犯協会理事に、 

１番 田中博文議員、１０番 道祖 満議員、１４番 守光博正議員、 

１７番 吉田健一議員、２５番 古本俊克議員、２７番 森山元昭議員。 

暴力追放・生活安全推進住民会議委員に、 

１番 田中博文議員、 ２番 瀬戸 元議員、 ４番 宮嶋つや子議員、 

７番 永末雄大議員、１５番 石川正秀議員、２８番 坂平末雄議員。 

以上でございます。 

○議長（田中博文） 

ただいま発表いたしましたとおり、各議員をそれぞれの委員等に指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま指名いたしましたとおり、各議員をそれぞれの委員等に選出する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、各議員をそれぞれの委員

等に選出することに決定いたしました。 

報告第７号 専決処分の報告（支払督促申立てに対する異議申立て（学校給食費請求事件））

の報告を求めます。学校給食課長。 

○学校給食課長（新ヶ江一之） 

報告第７号について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、学校給食費請求事件の必

要な訴えの提起について専決処分をしましたので、同条第２項の規定に基づきご報告申し上げま

す。 

 議案書の１３ページをお願いいたします。事件の概要の２件２名の者は学校給食費を滞納し、

再三の催告にも関わらず納入せず、協議のための呼び出しにも応じなかったため、飯塚簡易裁判

所に支払い督促の申立てを行いました。この支払督促に対し、相手方が分割納入を求める督促異

議の申立てを行ったため、民事訴訟法第３９５条の規定により、訴訟手続きに移行したものでご

ざいます。今後も引き続き支払いに対し誠意を示さない滞納者につきましては、公正・公平性の

観点から厳正に法的措置を行い適正化に努めてまいります。 

 以上簡単でございますが、報告を終わります。 

○議長（田中博文） 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

署名議員を指名いたします。１２番 梶原健一議員、１９番 藤浦誠一議員。 

以上をもちまして、本臨時会の議事日程の全部を終了いたしましたので、これをもちまして、

平成２５年第２回飯塚市議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

午前１０時２５分 閉会 
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 ◎ 出席及び欠席議員 

 

 （ 出席議員 ２８名 ） 

 

１番  田 中 博 文 

 

２番  瀬 戸   元 

 

３番  八 児 雄 二 

 

４番  宮 嶋 つや子 

 

５番  平 山   悟 

 

６番  江 口   徹 

 

７番  永 末 雄 大 

 

８番  佐 藤 清 和 

 

９番  松 本 友 子 

 

１０番  道 祖   満 

 

１１番  小 幡 俊 之 

 

１２番  梶 原 健 一 

 

１３番  田 中 裕 二 

 

１４番  守 光 博 正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５番  石 川 正 秀 

 

１６番  上 野 伸 五 

 

１７番  吉 田 健 一 

 

１８番  秀 村 長 利 

 

１９番  藤 浦 誠 一 

 

２０番  明 石 哲 也 

 

２１番  藤 本 孝 一 

 

２２番  鯉 川 信 二 

 

２３番  松 延 隆 俊 

 

２４番  岡 部   透 

 

２５番  古 本 俊 克 

 

２６番  兼 本 鉄 夫 

 

２７番  森 山 元 昭 

 

２８番  坂 平 末 雄 
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◎ 職務のため出席した議会事務局職員 

 

議会事務局長  安 永 円 司 

 

次 長  中 村 武 敏 

 

調査担当主査  高 橋 宏 輔 

 

書 記  岩 熊 一 昌 

 

 

 

 

 

議 事 係 長  斎 藤   浩 

 

書 記  渕 上 憲 隆 

 

書 記  有 吉 英 樹 

 

◎ 説明のため出席した者 

 

市 長  齊 藤 守 史 

 

副 市 長  田 中 秀 哲 

 

教 育 長  片 峯   誠 

 

上下水道事業管理者  梶 原 善 充 

 

企画調整部長  田 代 文 男 

 

総 務 部 長  小 鶴 康 博 

 

財 務 部 長  石 田 愼 二 

 

経 済 部 長  伊 藤 博 仁 

 

市民環境部長  白 水 卓 二 

 

こども・健康部長  髙 倉   孝 

 

福 祉 部 長  大久保 雄 二 

 

公営競技事業部長  加 藤 俊 彦 

 

都市建設部長  才 田 憲 司 

 

上下水道局次長  諌 山 和 敏 

 

教 育 部 長  瓜 生   守 

 

 

 

企画調整部次長  大 谷 一 宣 

 

都市建設部次長  菅   成 微 

 

会 計 管 理 者  西   敬 由 

 

学校給食課長  新ヶ江 一 之 
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  議  長      

 

 

 

 

  副 議 長      

 

 

 

 

 旧 副 議 長      

 

 

 

 

  署名議員   番 

 

 

 

 

  署名議員   番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


